
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料２】未収金管理について 
（企画検討委員会における意見に基づき収載） 

 

 

 



 

資料２－1 

 

1.外国人の未収金について 

 

訪日外国人旅行者数は、15年前には 500万人台であったが、10 年前には 800 万人台に達し、

平成 28年においては 2,400万人台と 10年前の３倍に急増（下表参照）している。また国別で

は、韓国、中国、台湾、香港、米国と続き、アジアの上位４位までで、訪日外国人旅行者の 75%

以上（下表参照）を占めている。 

このような、急激な訪日外国人旅行者の増加に伴い、国内の受入体制の様々な課題も顕在化

しており、特に医療分野の受入体制整備は喫緊の課題となってきているといわれている。 

本稿では、この医療分野の中での「外国人の未収金」について各方面での対策を紹介する。 
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年別訪日外客数（法務省資料）         年別訪日外客数 

32.1%

25.3%

14.0%

6.4%

3.7%

3.3%

3.0%

2.8%

1.3%
1.2%

1.2%

1.1%
0.8%

0.8%

0.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2%
0.2%

韓国 中国 台湾 香港 米国 タイ その他

豪州 フィリピン マレーシア インドネシア ベトナム シンガポール カナダ

英国 フランス インド ドイツ イタリア ロシア スペイン

訪日外客国別構成比 

出典：日本政府観光局(JNTO) 

国・地域 国別構成比

韓国 32.1%
中国 25.3%
台湾 14.0%
香港 6.4%
米国 3.7%
タイ 3.3%
その他 3.0%
豪州 2.8%
フィリピン 1.3%
マレーシア 1.2%
インドネシア 1.2%
ベトナム 1.1%
シンガポール 0.8%
カナダ 0.8%
英国 0.8%
フランス 0.6%
インド 0.5%
ドイツ 0.4%
イタリア 0.3%
ロシア 0.2%
スペイン 0.2%

（単位：人）

訪日外客数
平成  14年 5,238,963

 15年 5,211,725
 16年 6,137,905
 17年 6,727,926
 18年 7,334,077
 19年 8,346,969
 20年 8,350,835
 21年 6,789,658
 22年 8,611,175
 23年 6,218,752
 24年 8,358,105
 25年 10,363,904
 26年 13,413,467
 27年 19,737,409
 28年 24,039,700

出典：法務省資料

年



 

資料２－2 

 

（１）訪日外国人旅行者の医療機関受診者数 

観光庁の調査によると、訪日外国人旅行者の約 4％が「日本滞在中に不慮の怪我・病気に

なっており」、訪日外国人旅行者の約 30％が「日本滞在中のケガや病気等を補償する保険に

未加入」という結果が出ており、医療分野の受入体制の課題（医療費未払い問題、多言語対

応）は今後ますますクローズアップされるものと推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）訪日外国人旅行者の医療機関受診者の未収金発生数 

医療機関受診者の医療費未払い事案は、平成 28年 8月に近畿運輸局が大阪府内救急告示医

療機関（257機関）を対象に実施した「訪日外国人旅行者の医療に関する受入体制実態調査

（調査対象期間：平成 28年 5月 1日～7月 31日）」によると、２次救急医療機関 17件（12

病院）、３次救急医療機関 10件（8病院）と報告されている。対象病院での外国人旅行者受

入数は 375人（２次救急医療機関 251人、３次救急医療機関 124人）で、うち救急が 115人

（うち 3次救急医療機関は 52人）、ウォークインが 260人とされている。 

すなわち、医療費未払い事案発生割合は 7.2％（27/375：弊社算定）となる。 

一方、国内での医療費未払い事案割合は、厚生労働省保健局による「未収金に関するアン

ケート調査報告」（平成 20年 5月 28日）によると、0.7％（入院 2.6%、外来 0.5％）である

ことから、訪日外国人旅行者の医療機関受診者の未収金発生割合は、国内患者に比べ約 10倍

の確率で発生していることとなる。 

 

 

 

 

 

 

訪日外国人旅行者に占める「ケガ・病気」による 

医療機関受診者割合（観光局調査資料） 

日本滞在中のケガ・病気等の補償保険加入者

割合（観光庁調査資料） 

96%

4%

健康 不慮の怪我・病気



 

資料２－3 

 

（３）訪日外国人旅行者の医療機関受診者の未収金対策 

①対策の種類 

対策には、3つの段階での施策が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入口対策 

訪日外国人旅行者が、日本国内の医療機関にて治療を受けた際に保険給付を受けることが

できる海外旅行保険の加入促進に向けた取組について駐日外国公館を通じ啓蒙を図る。 

 

 中間対策 

・医療機関で「医療費未払い対策マニュアル」を作成する。（次項参照） 

・多言語による医療制度の説明をし、理解を得る。 

・患者から誓約書やパスポート等のコピーや連帯保証人を取り付ける。 

 

 出口対策 

・国や自治体が在留外国人等を対象に実施している医療費の補助制度、補填制度を利用する。 

 

（４）医療費未払いへの対応 

今回調査において、医療費未収金の予防対策（問 6(3)-1）として「未収金マニュアルの利

用」「多言語の未収金マニュアルの利用」の有無を求めた。その結果、「未収金マニュアルの

利用」は 62.2％（P.60）と多いが、訪日外国人に対する「多言語の未収金マニュアルの利用」

は 1.8%（P.60）であり、あまり利用されていないことがわかった。そのため、訪日外国人の

医療機関受診者の未収金対策としての「医療費未払い対策マニュアル」と「訪日外国人旅行

者 受付＋診療マニュアル」を紹介する。 

 

 

入口対策 

中間対策 

出口対策 



 

 

                        医療費未払い対策マニュアル例－１ 

参考資料：医療費未払い対策マニュアル例－１ 

 

出典： 

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 

「訪日外国人旅行者の医療分野における受入体制整備実証事業」報告書 

平成 29年 3月 近畿運輸局 

 

 

 

 

 

訪日外国人旅行者用の医療費未払い対策マニュアルをご提供いた

します。 このマニュアルは、訪日外国人旅行者の受け入れ実績のあ

る多くの医療機関からお聞きした有益な取り組み等を記載させてい

ただいております。訪日外国人旅行者の医療費の未払い対策の一つ

としてご活用いただければ幸いです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月改訂版 

医療費未払い対策マニュアル 



 

 

                        医療費未払い対策マニュアル例－１ 
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              1   医療費未払い対策マニュアル例－１ 

 

 

 
 

 

① 治療費は、病院の全てのメンバーが行う役務の提供やサービス、また、病院施設をご

利用いただいたことへの対価です。 

② この病院を必要とする多くの患者の皆様方に、よりよい治療や、よりよい環境での入

院等を行っていただくには、患者の皆様方に治療等に要した費用についても十分に

「ご理解」と「ご納得」をしていただき、「平等」にお支払いいただくことが必要で

す。 

③ これは、訪日外国人旅行者においても同じことです。しかしながら、訪日外国人旅行

者につきましては、言語の問題や、治療等に対する考え方の違い、更には治療費が自

由診療のため全額自己負担となるなど、いくつか異なる課題もあります。 

④ また、患者様が治療費の一部を支払わずに退院された場合には、その督促・回収や日々

の未払い金の入金管理など新たな業務が発生し、病院としても多大な時間と費用がか

かることになります。 

⑤ このため、私たちは、患者様の来院時から考えられる限りの十分なコミュニケーショ

ンを取っていく必要があります。また、病院全体が一丸となって、患者様の退院時に

は未払い金が発生しないための（＝退院時までには治療費全額をお支払いいただ

く）、できる限りの対応を行うことが大切です。 
 

 

 

 

 

① 言語の問題 

→来院から退院時まで、受付・治療・会計など色々な場面にて患者様とのコミュ

ニケ―ションがとても重要です。その為にも患者様とコミュニケ―ションでき

る言語での対応は不可欠となっています。自前にて通訳者を手配する方法も有

益ですが、現在は２４時間電話対応できる医療分野を得意とする通訳会社もあ

ります。医療費の未払いを軽減・防止するには、受付・会計でもこれらの通訳サ

ービスを活用することはとても有益な対策であり、実際に未払いを防止できた

病院もあります。 

② 治療費が高額で支払うことができない。医療内容に不満がある。など 

→他の病院にて実際に行っている取り組み等を参考として、次頁以降に対応策を

まとめてみました。 
③ お金の持ち合わせがない。支払う意思がない。など 

→他の病院にて実際に行っている取り組み等を参考として、次頁以降に対応策を

まとめてみました。 

１．治療費を支払ってもらうことの大切さ 



 

              2   医療費未払い対策マニュアル例－１ 

 

 

 

 

 

 言語の問題により、十分にコミュニケーションが取れないケースがあります。 

→※自前にて通訳者を手配したり、２４時間電話対応できる医療分野を得意とする通訳

会社を活用するなどの対応策があります。 

 患者様の居住国との物価水準の違い等から、治療内容やその治療費の額について、患者

様にご理解・ご納得がいただけないケースがあります。また、訪日外国人旅行者の医療

費は自由診療となり全額自己負担となり高額化します。 

→※海外では（特に医療保険制度が充実していない国では）、治療前に、保証金を預

かったり、支払方法・支払い見込み等が確認できた後に治療を開始する国があり

ます。 

→※国内では、特に一時的に入国している外国人旅行者へは、医療費の支払いが退院ま

でに完了する患者様か否かの状況を確認しつつ、支払いが困難となりそうな場合に

は、その後の治療方法やそれにかかる金額を示したうえで、患者様に治療方法等に

ついて選択等していただいている病院があります。その際、支払い方法等について

も確認しています。 

 旅行中であり手持ち資金がないことや、支払いについてまず「ＮＯ（＝できない）」か

ら切り出されるケースがあります。 

→※訪日外国人旅行者は、退院後近日中に日本から出国する可能性が高く、旅行者が退

院するまでに医療費のお支払いを完了させる必要があります。このためには、入

院中の患者様といえども、週単位など都度支払いを行っていただくなどの対応を講

じることも大切です。 

→※患者様が海外旅行保険に加入している場合には、入院中にこの保険会社からの支

払いに関する承諾をＦＡＸにて取り付けておくことが大切です。 

→※国内では、カード決済や同伴者達の立替（各人からのカード決済など）、更には

本国からの送金などにより、治療費の支払いが行われた例もあります。 

→※国内在住の親戚や友人等へ連絡を取り、来院いただくなどの対応を行っている病

院もあります。 

→※また、患者様のパスポートや本国の身分証明書のコピー等を取り付け、毅然とした

態度で支払いを要求するとともに、対応に苦慮する場合には、大使館や領事館など

へ連絡している病院もあります。 

２．治療費が支払われないケースを知っておこう 
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① 患者様の居住国、コミュニケーション可能な言語、日本での滞在先・滞在期間、同伴

者等を確認します。 

② コミュニケーション可能な言語にて、日本の医療水準は高いが費用も相応のものにな

ることを来院の患者様へご理解していただきます。また、治療費の支払い方法や支払

い者を確認します。 

③ 必要に応じて、受付時に治療費の支払いに関する誓約書の取り付けや（または準備）、

パスポートおよび本国の身分証明書のコピーの取り付けを行います。 

④ 救急等にて患者様ご本人への対応ができない場合には、同伴者から①②（必要に応じ

て③）の確認と理解を得るようにします。 

⑤ 患者様との医療費等に関する病院側の相談窓口（担当者）を明確化します。 

⑥ 海外旅行保険に加入の場合、直ちにこの保険会社へ連絡するように依頼するとともに、

この保険会社の連絡先や担当者などを確認します。 

⑦ ウォークインのケースで、予め治療費の概算がわかる場合などは、受付時に前払い（一

時預かり）していただく対策を取っている病院もあります。 

 

☆ ≪対応必須事項 ≫☆  
コミュニケーション可能な言語にて、患者様へ治療費の支払い方法や支払い 

者を確認します。海外旅行保険の加入の有無等を確認します。それぞれ確認 

した内容を書面にて記録し共有化していきます。 

 

<コミュニケーションと各種確認作業等が重要となります。> 

３．来院時の対応 
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① 発生した治療費については、当日に支払っていただきます。患者様本人にて支払い（カ

ード決済を含む）が完了しない場合には、同伴者からの立替（カード決済を含む）を

依頼または提案します。また、銀行からの引き出しなども依頼します（病院外に出

る際は同行が必要です。）。 

② 入院する場合は、今後の治療方法やその費用等について、患者様および同伴者へ説明

し、支払い方法やその確実性について確認します。また、保証金を取るようにします。

そのうえで、発生した治療費については週単位等にて支払っていただくなど、未払い

金が退院時に精算できる範囲内としておくことが重要です。 

③ 海外旅行保険にて支払いを受ける場合には、引受保険会社の支払いに関する承諾書を 

FAX にて取り付けます（なお、状況に応じては一時立替払いを患者様へ依頼した方が

よい場合もあります。）。

 

☆≪対応必須事項≫☆  
入院の場合、医療費の支払い者へ支払い方法やその確実性について確認しま 

す。また、場合によっては分割などの方法も検討します。（海外旅行保険等に

ご加入の場合）保険会社から支払い承諾書を取り付けます。確認した内容・

その実施状況を書面にて記録し共有化していきます。 

 

<未払いを発生させない最大のポイントは、病院内に患者様がいる間に

精算していただくことです。> 

４．治療期間中の対応 
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① 治療費の請求書を患者様へ渡せるように事前に準備しておきます。病院内の各部署 

からの請求漏れがないことを確認しておきます。また、事前にお伝えしていた金額 

と異なる場合には十分に説明しご理解を得るようにします。 

② 必要に応じて、国内在住の親戚や友人等へ連絡を取り、来院いただくなどの対応を 

行っている病院もあります。 

③ 支払いが完了するまでは、病院関係者が患者様に付き添うようにします。（逃亡等の 

防止）例えば、医事課と看護師が連携するなど、必ず誰かが同行して会計場所まで 

案内し支払いが完了するまで立ち会っている病院もあります。 

④ 患者様本人にて支払い（カード決済を含む）が完了しない場合には、同伴者に立替

（カード決済を含む）ていただくなど依頼または提案します。また、銀行からの引 

き出しを依頼します（病院外に出る際は同行が必要です。）。 

⑤ できるだけの対応を行っても未払いが発生する場合には、患者様および同伴者の支 

払い意思を再度確認し、「出国または〇日以内（例えば７日）のいずれか早い日まで 

に」支払う旨を約定する所定の誓約書を差し入れていただきます。同伴者には連帯 

保証人になっていただき、ご本人および同伴者のパスポートや本国の身分証明書の

コピーも取り付けます。この場合でも後日払いの金額は極力最小限とするように対 

応します。患者様と連帯保証人を交えて、誓約書の内容について確認します。また、

その場から、出国までの滞在先へ連絡し、患者様本人の国内での所在地を確認しま 

す。 

 

☆ ≪対応必須事項 ≫☆  
退院時には 、未払い金の全額を精算していただきます。できるだけの対応を 

行っても未払いが発生する場合には、患者様から所定の誓約書やパスポート

等のコピーを不備なく取り付けます。また、誓約書を用いて連帯保証人の取

付も原則として行います。 

 

<すべての患者様から「平等」に治療費をお支払いいただくために、気

持ちを強く持って、丁寧に対応します。退院する前までに精算いただ

くためには、病院内の連携や一丸となった対応が重要です。> 

５．退院時の対応 
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① 退院後直ちに誓約書をもとに未払い金の管理台帳等を作成します。 

② 翌日、誓約書を取り付けた病院の担当者（または多言語対応できる者）から患者様

へ電話し、支払いの確認を行います。確認した記録を書面にて記録します。 

③ 誓約書に記載の支払期日の前日までに再度電話にて支払いの確認を行います。確認 

した記録を書面にて記録します。 

 

☆ ≪対応必須事項 ≫☆   
必ず、出国までの間に、患者様へ電話し、未払い金の支払い確認をします。 ま

た、その確認した内容等を書面にて記録します。 

 

<未払い金については発生直後から徹底した 督促と回収を行うことが   

重要です。また 管理台帳等の作成や督促等の記録の作成も重要です。> 

６．退院後から未払い金の支払期日までの対応 
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☆ ≪対応必須事項 ≫☆  

以下の①②に記載したことは、すべて対応必須事項です。 

①病院内にて、未払い金についての定期的な管理を行います。  

ａ．支払期日の翌日に入金確認をします。入金状況について管理台帳等へ記

録します。  

ｂ．支払期日の翌日までに入金がない場合には、その後、入金があるまで、

以下の②の定期的な督促等を行います。また、その行動記録を管理台帳等

へ記録します。 

ｃ．国や自治体の補償制度や（海外旅行保険等にご加入の場合）保険会社等

からの支払いが可能なものがあるか確認します。ある場合には支払い請求

等を行うとともに、管理台帳等へ記録します。 

ｄ．督促・回収を担当する職員を配置するなど、定期的かつ継続的に対応で

きるようにします。 

②患者様とその連帯保証人へ定期的な支払い督促等を行います。また、その

行動記録を管理台帳等へ記録します。 

ａ．支払期日経過後１週間以内に、患者様へメールまたは手紙にて支払い確

認を行います。（誓約書コピーを同封します。） 

ｂ．支払期日経過後１か月以内に、国際電話にて支払い確認を行います。 

（送金確認または送金予定日等を確認します。）  

ｃ．支払期日経過後毎月１回は国際電話にて支払い督促を行います。また、

２か月に１回はメールまたは手紙にて支払い督促を行います。その際、す

みやかに支払いがなされない場合には、連帯保証人へも督促・回収する旨

を伝えます。 

ｄ．支払期日経過後２か月以内に連帯保証人へ国際電話またはメール・手紙

のいずれかの方法にて支払い督促を行います。 

ｅ．支払期日経過後２か月に１回は連帯保証人へ国際電話、メールまたは手

紙のいずれかの方法にて支払い督促を行います。 

ｆ．海外旅行保険等からの支払いが遅延している場合には、引受保険会社の

日本支店または本社等に電話して支払い督促を行います。 

 

<未払い金について、定期的な管理と継続的な督促（電話・手紙等）・

回収が重要です。管理台帳等への行動記録の記載も重要です。> 

 

７．支払期日の翌日～その後３か月までの対応 
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☆ ≪対応必須事項 ≫☆  

以下の①②に記載したことは、すべて対応必須事項です。 

①病院内にて、未払い金について定期的な管理を行います。  

ａ．定期的に入金確認をします。毎月末時点での未入金状況は管理台帳等に

て把握可能な状況にしておきます。  

ｂ．支払期日の翌日から３か月以内に入金がない場合には、その後、入金が

あるまで、以下の②の定期的な督促等を行います。また、その行動記録を

管理台帳等へ記録します。  

ｃ．国や自治体の補償制度や（海外旅行保険等にご加入の場合）保険会社等

からの支払いが完了していない場合には、その入金予定日等を再度確認し

ます。また、管理台帳等へ記録します。 

ｄ．督促・回収を担当する職員を配置するなど、定期的かつ継続的に対応で

きるようにします。 

②患者様とその連帯保証人へ定期的な支払い督促等を行います。また、その

行動記録を管理台帳等へ記録します。 

ａ．毎月１回は国際電話にて支払い督促を行います。また、２か月に１回は

メールまたは手紙にて支払い督促を行います。 

ｂ．支払期日経過後２か月に１回は連帯保証人へ国際電話、メールまたは手

紙のいずれかの方法にて支払い督促を行います。 

ｃ．海外旅行保険等からの支払いが遅延している場合には、引受保険会社の

日本支店または本社等に電話して支払い督促を行います。 

ｄ．弁護士やサービサーに委託した回収等についても検討します。また、そ

の検討結果や委託を実施する場合にはその回収状況等を管理台帳等へ記録

します。 

 

<未払い金について、定期的な管理と継続的な督促（電話・手紙等）・ 回

収が重要です。管理台帳等への行動記録の記載も重要です。> 

８．３か月経過後～６か月までの対応 
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☆ ≪対応必須事項 ≫☆  

以下の①②に記載したことは、すべて対応必須事項です。 

①病院内にて、未払い金について定期的な管理を行います。  

ａ．定期的に入金確認をします。毎月末時点での未入金状況は管理台帳等に

て把握可能な状況にしておきます。  

ｂ．支払期日の翌日から６か月以内に入金がない場合には、その後、入金が

あるまで、以下の②の定期的な督促等を行います。また、その行動記録を

管理台帳等へ記録します。  

ｃ．国や自治体の補償制度や（海外旅行保険等にご加入の場合）保険会社等

からの支払いが完了していない場合には、その入金予定日等を再度確認し

ます。また、管理台帳等へ記録します。 

ｄ．督促・回収を担当する職員を配置するなど、定期的かつ継続的に対応で

きるようにします。 

②患者様とその連帯保証人へ定期的な支払い督促等を行います。また、その

行動記録を管理台帳等へ記録します。 

ａ．毎月１回は国際電話にて支払い督促を行います。また、２か月に１回は

メールまたは手紙にて支払い督促を行います。 

ｂ．支払期日経過後２か月に１回は連帯保証人へ国際電話、メールまたは手

紙のいずれかの方法にて支払い督促を行います。 

ｃ．海外旅行保険等からの支払いが遅延している場合には、引受保険会社の

日本支店または本社等に電話して支払い督促を行います。 

ｄ．弁護士やサービサーに委託した回収等についても検討します。また、そ

の検討結果や委託を実施する場合にはその回収状況等を管理台帳等へ記録

します。 

 

<未払い金について、定期的な管理と継続的な督促（電話・手紙等）・ 回

収が重要です。管理台帳等への行動記録の記載も重要です。> 

９．６か月経過後～の対応 
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